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A

議
案
第
４
６
号

鳥
取
県
大
規
模
店
舗
立
地
誘
導
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
次
の
と
お
り
鳥
取
県
大
規
模
店
舗
立
地
誘
導
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
96
条
第
１
項
の
規
定
に
よ

り
、
本
議
会
の
議
決
を
求
め
る
。

　
　
令
和
５
年
２
月
13
日
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
鳥
取
県
大
規
模
店
舗
立
地
誘
導
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
鳥
取
県
大
規
模
店
舗
立
地
誘
導
条
例
（
平
成
21
年
鳥
取
県
条
例
第
５
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前
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B

（
設
置
届
）

第
８
条
　
略

２
・
３
　
略

４
　
設
置
届
は
、
大
規
模
店
舗
の
設
置
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
確
認
若
し
く

は
許
可
を
受
け
、
又
は
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
は
、
当
該
確

認
若
し
く
は
許
可
の
申
請
又
は
当
該
届
出
に
先
立
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　（
１
）・
（
２
）　
略

　（
３
）　
農
地
法
（
昭
和
27
年
法
律
第
22
9号
）
第
４
条
第
１
項
若
し
く
は
第

５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
又
は
同
法
第
４
条
第
１
項
第
８
号
若

し
く
は
第
５
条
第
１
項
第
７
号
の
規
定
に
よ
る
届
出

　（
４
）　
略

５
　
略

別
表
第
１
（
第
３
条
、
第
８
条
関
係
）

（
設
置
届
）

第
８
条
　
略

２
・
３
　
略

４
　
設
置
届
は
、
大
規
模
店
舗
の
設
置
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
確
認
若
し
く

は
許
可
を
受
け
、
又
は
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
は
、
当
該
確

認
若
し
く
は
許
可
の
申
請
又
は
当
該
届
出
に
先
立
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　（
１
）・
（
２
）　
略

　（
３
）　
農
地
法
（
昭
和
27
年
法
律
第
22
9号
）
第
４
条
第
１
項
若
し
く
は
第

５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
又
は
同
法
第
４
条
第
１
項
第
７
号
若

し
く
は
第
５
条
第
１
項
第
６
号
の
規
定
に
よ
る
届
出

　（
４
）　
略

５
　
略

別
表
第
１
（
第
３
条
、
第
８
条
関
係
）

総
床
面
積
が

10
,0
00
平
方

メ
ー
ト
ル
を

超
え
る
規
模

１
・
２
　
略

３
　
そ
の
敷
地
か
ら
２
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
に

お
け
る
道
路
整
備
及
び
道
路
交
通
の
状
況
が
、
次
の

要
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

総
床
面
積
が

10
,0
00
平
方

メ
ー
ト
ル
を

超
え
る
規
模

１
・
２
　
略

３
　
そ
の
敷
地
か
ら
２
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
に

お
け
る
道
路
整
備
及
び
道
路
交
通
の
状
況
が
、
次
の

要
件
に
適
合
す
る
こ
と
。
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A

　（
１
）　
略

　（
２
）　
複
数
の
２
車
線
以
上
の
道
路
が
交
わ
る
交

差
点
で
あ
っ
て
信
号
機
に
よ
り
交
通
管
制
が
行
わ

れ
て
い
る
も
の
（
以
下
「
主
要
交
差
点
」
と
い

う
。
）
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
集
客
時

飽
和
度
（
大
規
模
店
舗
に
予
定
集
客
数
が
あ
っ
た

場
合
に
お
け
る
主
要
交
差
点
の
時
間
当
た
り
の
最

大
の
交
通
量
の
、
当
該
主
要
交
差
点
の
交
通
が
飽

和
状
態
と
な
る
交
通
量
に
対
す
る
割
合
と
し
て
、

規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
数
値
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
、
サ
イ
ク
ル
長
（
当
該

主
要
交
差
点
に
お
い
て
信
号
表
示
が
一
巡
す
る
時

間
を
い
う
。
）
か
ら
損
失
時
間
（
サ
イ
ク
ル
長
の

う
ち
実
質
的
に
通
行
で
き
な
い
時
間
を
い
う
。
）

を
減
じ
た
時
間
を
サ
イ
ク
ル
長
で
除
し
て
得
た
値

（
以
下
「
集
客
時
飽
和
度
上
限
値
」
と
い
う
。
）

未
満
で
あ
る
こ
と
。

総
床
面
積

が
5,
00
0平

方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
、

10
,0
00
平
方

メ
ー
ト
ル
以

下
の
規
模

１
・
２
　
略

３
　
そ
の
敷
地
か
ら
２
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
に

お
け
る
道
路
整
備
及
び
道
路
交
通
の
状
況
が
、
次
の

要
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

　（
１
）　
略

　（
２
）　
主
要
交
差
点
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
集
客
時
飽
和
度
が
、
集
客
時
飽
和
度
上
限
値
未

満
で
あ
る
こ
と
。

　（
１
）　
略

　（
２
）　
複
数
の
２
車
線
以
上
の
道
路
が
交
わ
る
交

差
点
で
あ
っ
て
信
号
機
に
よ
り
交
通
管
制
が
行
わ

れ
て
い
る
も
の
（
以
下
「
主
要
交
差
点
」
と
い

う
。
）
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
集
客
時

飽
和
度
（
大
規
模
店
舗
に
予
定
集
客
数
が
あ
っ
た

場
合
に
お
け
る
主
要
交
差
点
の
時
間
当
た
り
の
最

大
の
交
通
量
の
、
当
該
主
要
交
差
点
の
交
通
が
飽

和
状
態
と
な
る
交
通
量
に
対
す
る
割
合
と
し
て
、

規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
数
値
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
平
日
及
び
休
日
と
も
に

0.
9を
超
え
な
い
こ
と
。

総
床
面
積

が
5,
00
0平

方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
、

10
,0
00
平
方

メ
ー
ト
ル
以

下
の
規
模

１
・
２
　
略

３
　
そ
の
敷
地
か
ら
２
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
に

お
け
る
道
路
整
備
及
び
道
路
交
通
の
状
況
が
、
次
の

要
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

　（
１
）　
略

　（
２
）　
主
要
交
差
点
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
集
客
時
飽
和
度
が
平
日
及
び
休
日
と
も
に
0.
9

を
超
え
な
い
こ
と
。
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B

総
床
面
積
が

1,
50
0平

方

メ
ー
ト
ル
を

超
え
、
5,
00
0

平
方
メ
ー
ト

ル
以
下
の
規

模

１
・
２
　
略

３
　
そ
の
敷
地
か
ら
２
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
に

お
け
る
道
路
整
備
及
び
道
路
交
通
の
状
況
が
、
次
の

要
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

　（
１
）　
略

　（
２
）　
主
要
交
差
点
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
集
客
時
飽
和
度
が
、
集
客
時
飽
和
度
上
限
値
未

満
で
あ
る
こ
と
。

総
床
面
積
が

1,
50
0平

方

メ
ー
ト
ル
を

超
え
、
5,
00
0

平
方
メ
ー
ト

ル
以
下
の
規

模

１
・
２
　
略

３
　
そ
の
敷
地
か
ら
２
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
に

お
け
る
道
路
整
備
及
び
道
路
交
通
の
状
況
が
、
次
の

要
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

　（
１
）　
略

　（
２
）　
主
要
交
差
点
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
集
客
時
飽
和
度
が
平
日
及
び
休
日
と
も
に
0.
9

を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
　
附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
８
条
第
４
項
第
３
号
の
改
正
規
定
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
改
正
前
の
鳥
取
県
大
規
模
店
舗
立
地
誘
導
条
例
第
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
大
規
模
店
舗
の
設
置
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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